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東部スポーツ広場利用料金

１ グラウンド

①利用料金

区 分
利用料金
市民

（市内の団体）
市民以外の者

（市外の団体）
ソフトボール場 １面１時間につき 590円 780円

ラグビー・サッカー場 全面１時間につき 1,470円 1,750円
半面１時間につき 730円 880円

備考
１ 高校生（中等教育学校の後期課程の在学生を含む。以下同じ。）以下の利用については、規定

の利用料金の半額とする。
２ 利用時間に１時間未満の端数がある場合は、これを１時間として計算する。
３ 規則に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の利用料金は、規定の利用料金に２割を加

算した額とする。
４ やむを得ない理由により休場日に利用する場合の利用料金は、規定の利用料金に２割を加算し

た額とする。

②ナイター照明料金
区 分 単  位 照明料金

ソフトボール場
１面（４基）につき30分までごとに 1,930円
照明塔１基につき30分までごとに 490円
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２ 体育館

①メインアリーナ利用料金
（イ）専用利用料金

利用時間
区分

自 午前９時
至 午後１時

自 午後１時
至 午後５時

自 午後５時
至 午後９時

営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合

体育・スポーツ
に利用する場合

入場料等を徴収
しない場合 8,640円 8,640円 8,640円

入場料等を徴収
する場合 25,920円 25,920円 25,920円

体育・スポーツ以外に
利用する場合

入場料等を徴収
しない場合 25,920円 25,920円 25,920円

入場料等を徴収
する場合 77,760円 77,760円 77,760円

営利を目的とする場合 233,280円 233,280円 233,280円

(ロ) 練習利用料金

区 分
利用料金

市民
（市内の団体）

市民以外の者
（市外の団体）

ハンドボールコート１面１時間につき 2,160円 2,700円
バスケットボールコート１面１時間につき 1,080円 1,350円
バレーボールコート１面１時間につき 880円 1,100円
バドミントンコート１面１時間につき 430円 530円
卓球台１台１時間につき 280円 350円

②サブアリーナ利用料金
（イ）専用利用料金

利用時間
区分

自 午前９時
至 午後１時

自 午後１時
至 午後５時

自 午後５時
至 午後９時

営利を目的としない場合

体育・スポーツに利用す
る場合 4,320円 4,320円 4,320円

体育・スポーツ以外に利
用する場合 8,640円 8,640円 8,640円

営利を目的とする場合 77,760円 77,760円 77,760円

（ロ）練習利用料金

区 分
利用料金

市民
（市内の団体）

市民以外の者
（市外の団体）

バスケットボールコート１面１時間につき 1,080円 1,350円
バレーボールコート１面１時間につき 880円 1,100円
３on3コート1面（1/2面）1時間につき 860円 1,060円
バドミントンコート１面１時間につき 430円 530円
卓球台１台１時間につき 280円 350円
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③附属施設利用料金

区 分 専用附帯利用
（１利用につき）

個別利用（１時間につき）
市民

（市内の団体）
市民以外の者

（市外の団体）
多目的室 620円 390円 520円

控室Ａ・Ｂ 470円 290円 390円
研修室 950円 600円 790円

備考
１ 入場料等を徴収する場合には、規定の利用料金に次に掲げる額を加算する。

(イ) 営利を目的としない場合
入場料等の最高額を24倍した額（ただし、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下

同じ。）以下の学校及びその団体にあっては、12倍とする。）
(ロ) 営利を目的とする場合

入場料等の最高額を40倍した額
２ 専用利用料金のうち高等学校以下の学校団体その他市長が定める団体が高校生以下を参加対

象者として主催する行事で、市レベルの規模以上のものに係る利用については、規定の利用料金
の半額とする。

３ 練習利用料金のうち、高校生以下の利用については、規定の利用料金の半額とする。
４ 準備又は後片付けに係る利用については、規定の利用料金の３分の１とする。
５ 専用利用において、午前９時から午後９時までの時間以外の時間に利用する場合には、利用時

間１時間までごとに規定の利用料金の１時間相当額に２割を加算した額を徴収する。
６ 練習利用時間及び附属施設の個別利用時間は、１時間を単位とする。ただし、管理運営上必要

と認められる時間帯については、利用時間の単位を２時間とすることができる。
７ 前号の場合において、利用時間が１時間に満たないとき、又は利用時間に１時間未満の端数が

あるときは、その時間又は端数時間は１時間として計算する。
８ やむを得ない理由により休館日に利用する場合の利用料金は、規定の利用料金に２割を加算し

た額とする。

④器具利用料金
区分

種別 器具名 単位 １利用につき 備 考

音響器具

拡声装置 一式 1,590円ワイヤレスマイク２本付
ワイヤレスマイク １本 1,070円
ＣＤ・ＭＤプレーヤー 一式 530円
ダイナミックマイク １本 310円
拡声装置 一式 1,060円サブアリーナ

その他器具

コンセント １個 210円
電光得点表示板 １組 530円
長机 １脚 50円
椅子 １脚 10円
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⑤体育館照明料金
（イ）メインアリーナ

区 分 灯 数 １時間あたり
全面(全灯) 48 1,380円
全面(半灯) 24 700円
1/2面(バレー・バスケット)全灯 24 700円
1/2 面(バレー・バスケット)半灯 12 360円
1/10 面(バドミントン)全灯 8 140円
1/10 面(バドミントン)半灯 4 80円

（ロ）サブアリーナ
区 分 灯 数 １時間あたり

全面(全灯) 20 240円
全面(半灯) 12 120円
1/4 面(バドミントン)全灯 4 60円

⑥体育館空調料金
（イ）コインタイマー式(100円硬貨専用)

100円あたり作動時間(分)
冷房 暖房

控室Ａ 50分 50分
控室Ｂ 50分 50分
研修室 20分 20分

（ロ）受付徴収方式
１時間あたりの料金
冷房 暖房

玄関・ＥＶ周辺 560円 620円
医務室 60円 80円
放送室 40円 40円

多目的室 320円 340円
男子更衣室 120円 140円
女子更衣室 120円 140円

ホール 460円 520円
談話コーナー 220円 260円

メインアリーナ下 2,400円 2,680円
メインアリーナ上 4,640円 5,220円

サブアリーナ 1,200円 1,340円

⑦シャワー料金
コインタイマー式(100円硬貨専用)

施設名 時 間 料 金
体育館 １回（5分） 100円

問い合わせ先
東部スポーツ広場

指定管理者：特定非営利活動法人 WillDo
ウ ィ ル ド ゥ

電   話：0956-39-5855
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